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 各私立専修学校設置者  

 （専門課程を置く専修学校に限る） 

 各私立専修学校長 

 （専門課程を置く専修学校に限る） 

 

岩手県政策地域部学事振興課総括課長 

 

 

大学等における修学の支援に関する法律に基づく機関要件の確認に係る申請書の提出について 

（依頼） 

 令和元年６月３日付け学第 55号通知により標記申請書の事前提出について通知しておりましたが、令和

元年６月28日付けで標記法律に係る省令が公布され、機関要件の基準等が定められましたので、機関要件

の確認を受けようとする学校におかれましては、下記により正式に申請書を提出いただきますようお願い

します。 

 また、給付型奨学金の支給事務を担う独立行政法人日本学生支援機構において、新制度の円滑な実施に

向けて、機関要件を満たすことの確認を受けた私立専修学校を把握するとともに、機関要件の確認に関す

る情報と同機構が保有する学校情報を紐づける必要があるため、確認申請書と併せて「奨学金事務に係る

学校番号」調査票を提出いただきますようお願いします。 

記 

１ 提出資料 

(１) 大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書 

  ※ 申請書の事前提出を依頼した時点から、申請書の様式及び「機関要件の確認事務に関する指針

（2019 年度版）」が変更され、文部科学省ホームページ内に掲載されていますので、御参照の上、

変更後の様式により提出願います。 

   （URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410.htm） 

※ 事前に申請書案を提出いただいた学校において、申請書に添付する資料について、変更がない場

合は、再度提出いただく必要はありません。 

(２) 日本学生支援機構に登録している「奨学金事務に係る学校番号」調査票（別紙様式） 

２ 提出期限 

  ７月25日（木） 

３ 留意事項 

 ・ 事前に申請書案を提出いただいた学校においては、当課で形式的な確認を行い、資料の修正等が必

要な場合は、追って御連絡します。 

 ・ ６月 24 日に地方自治体向けの説明会が開催され、説明会の資料が文部科学省ホームページに

掲載されていますので、適宜御参照願います。  

（URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418422.htm） 

 

様 
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